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令和４年 第５回 鏡野町農業委員会議事録 

招集年月日 令和４年５月１０日（火） 
招集場所 鏡野町役場 ３階 特別会議室 
開議 午前１１時００分～午前１１時２０分 

応招委員 

１番  小椋 清美 

 

３番  難波 基訓 

４番  栁井 正信 

５番  正影 博一 

６番  河中 司 

７番  田渕 智之 

８番    北山 政士 

 

  １０番  川口 肇司 

 

不応招委員 ２番 石原 睦祐、９番 近藤 克己、１１番 竹下 桂輔 

出席委員数   ８名 

欠席委員数   ３名 

本会議に職務の 
ため出席した者

の職、氏名 

事務局長 小椋 正己 （産業観光課 課長） 
課長補佐 角田 貴之 （産業観光課 課長補佐） 
主任   山﨑 裕司 （産業観光課 主任） 

 
議事日程 審議事項 

日程第１ 
日程第２ 
日程第３ 
日程第４ 
日程第５ 
日程第６ 
日程第７ 
 
日程第８ 

議事録署名委員の指名について 
会期の決定 
報告第 ５号  農地法第１８条第６項の規定による解約について 
報告第１９号  農地法第３条の規定による許可申請について 
議案第２０号  非農地証明願について 
議案第２１号  農地法第５条の規定による許可申請について 
議案第２２号  農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農

用地利用集積計画の決定について 
その他 

委員提出議案の

提出 
― 

会議録署名委員

の指名 
６番  河中 司 

７番  田渕 智之 
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議事の経過 
発 言 者 発 言 の 要 旨 

会長 川口 
 
 
 
 
 
 
 
 
委員 
 
会長 川口 
 
 
 
 
事務局長 小椋 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会長 川口 
 
 
 
 

ただいまの出席委員は、１１名のうち８名です。 
定足数に達しておりますので、これより令和４年第５回鏡野町農業委員

会を開催します。 
本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 
日程第１ 議事録署名委員の指名を行います。議事録署名委員に、６番  

河中 司 委員、７番  田渕 智之 委員を指名します。 
日程第２ 会期決定の件を議題にします。お諮りします。本会の会期は、

本日１日間にしたいと思います。これにご異議ございませんか。 
 
「はい。」 
 
異議なしと認めます。よって会期は、本日の１日間に決定しました。 
日程第３ 報告第５号 農地法第１８条第６項の規定による解約につい

て、この報告の３２番から３６番までの案件について、事務局より提案理

由の説明を求めます。事務局長。 
 
令和４年第５回５月農業委員会議案２ページをご覧ください。 
報告、第５号、農地法１８条第６項の規定による解約について、でござ

います。 
番号３２ 貸人、●●、借人、●●、土地の所在は、●●、合意解約に

よるものです。 
番号３３ 貸人、●●、借人、●●、土地の所在は、●●、合意解約に

よるものです。 
番号３４ 貸人、●●、借人、●●、土地の所在は、●●、合意解約に

よるものです。 
番号３５ 貸人、●●、借人、●●、土地の所在は、●●、合意解約に

よるものです。 
番号３６ 貸人、●●、借人、●●、土地の所在は、●●、合意解約に

よるものです。 
以上、５件でございます。 
 
これをもって、報告を終わります。 
日程第４ 議案第１９号 農地法第３条の規定による許可申請につい

て、この議案の２９番から３４番までの案件を議題とします。 
事務局から提案理由の説明を求めます。事務局長。 
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事務局長 小椋 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会長 川口 
 
 
 
 
 
 
 
 
委員 
 
会長 川口 
 
 

議案３ページをお開きください。 
議案第１９号 農地法第３条の規定による許可申請について、でござい

ます。 
番号２９ 譲渡人、●●、譲受人、●●、土地の所在は、●●、譲受人

の耕作面積は、●●㎡、通作距離は、●●ｋｍ、大型農機具として、●●、

●●によるものです。 
番号３０ 譲譲渡人、●●、譲受人、●●、土地の所在は、●●、譲受

人の耕作面積は、●●㎡、通作距離は、●●ｋｍ、大型農機具として、●

●、●●によるものです。 
番号３１ 譲渡人、●●、譲受人、●●、土地の所在は、●●、譲受人

の耕作面積は、●●㎡、通作距離は、●●ｋｍ、大型農機具として、●●、

●●によるものです。 
番号３２ 譲渡人、●●、譲受人、●●、土地の所在は、●●、譲受人

の耕作面積は、●●㎡、通作距離は、●●ｋｍ、大型農機具として、●●、

●●によるものです。 
４ページをお開きください。 
番号３３ 譲渡人、●●、譲受人、●●、土地の所在は、●●、譲受人

の耕作面積は、●●㎡、通作距離は、●●ｋｍ、大型農機具として、●●、

●●によるものです。 
番号３４ 譲渡人、●●、譲受人、●●、土地の所在は、●●、譲受人

の耕作面積は、●●㎡、通作距離は、●●ｋｍ、大型農機具として、●●、

●●によるものです。 
以上、６件でございます。 
 
これをもって提案理由の説明を終わります。本件について追加説明を許

します。 
追加説明なしと認めます。 
これより質疑を行います。 
質疑はありませんか。 
（発言なし） 
質疑なしと認めます。 
お諮りします、本件を承認することにご異議ございませんか。 
 
「はい。」 
 
異議なしと認めます。 
よって議案１９号 農地法第３条の規定による許可申請についての件は

承認することに決定しました。 
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事務局長 小椋 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会長 川口 
 
 
 
 
委員 
 
会長 川口 
 
 
 
 
 
事務局長 小椋 
 
 
 
 
 
 
会長 川口 

日程第５ 議案第２０号、非農地証明願について、この議案の８番から

１０番までの案件を議題とします。 
事務局から提案理由の説明を求めます、事務局長。 
 
議案５ページをお開きください。 
議案第２０ 非農地証明願について、でございます。 
番号８ 申請人、●●、土地の所在は、●●、台帳地目は、●●、面積

は、●●㎡、現況内容は、●●で、申請理由は、●●。 
番号９ 申請人、●●、土地の所在は、●●、台帳地目は、●●、面積

は、●●㎡、現況内容は、●●で、申請理由は、●●。 
番号１０ 申請人、●●、土地の所在は、●●、台帳地目は、●●、面

積は、●●㎡、現況内容は、●●で、申請理由は、●●。 
以上、３件でございます。 
４月２８日、非農地証明事務処理要領による現地確認を役員にて実施し

ました。その結果、いずれの議案も要領の対象要件を満たすもの、非農地

として報告させていただきます。以上です。 
 
これをもって提案理由の説明を終わります。 
本件について追加説明を許します。 
追加説明なしと認めます。 
お諮りします、本件は承認することにご異議ございませんか。 
 
「はい。」 
 
ご異議なしと認めます。よって議案第２０号 非農地証明願については

承認することに決定しました。 
日程第６ 議案第２１号 農地法第５条の規定による許可申請につい

て、この案件の１１番の案件を議題とします。事務局から提案理由の説明

を求めます、事務局長。 
 
議案６ページをご覧ください。議案第２１号 農地法第５条の規定によ

る許可申請について、でございます。 
番号１１ 譲受人、●● 、譲渡人、●●、土地の所在は、●●、転用

計画の用途及び事由は、●●、期間は、●●、施設の概要は、●●、資金

計画は●●で、第二種農地、●●の承諾を得られております。 
以上、１件でございます。 
 
これも持って提案理由の説明を終わります。本件は農地区会委員により
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北山 委員 
 
 
 
会長 川口 
 
 
 
 
 
 
 
委員 
 
会長 川口 
 
 
 
 
 
事務局長 小椋 
 
 
 
 
 
 
 
会長 川口 
 
 
 
 
 
委員 

現地確認をお願いしておりますので、ご報告をお願いします。農地区会長 

８番 北山委員。 
 
農地部会の方でこの件は先程確認にいってまいりました。全員一致で承

認するということで決定しております。皆さんに報告いたします。以上で

す。 
 
本件について、追加説明を許します。 
（発言なし） 
追加説明なしと認めます。 
これより質疑を行います。質疑はありませんか。 
（発言なし） 
質疑なしと認めます。 
おはかりします、本件は承認することにご異議ございませんか。 
 
「はい。」 
 
ご異議なしと認めます。よって議案第２１号 農地法第５条の規定によ

る許可申請についての件は、承認することに決定しました。 
日程第７ 議案第２２号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規

定による農用地利用集積計画の決定について、事務局から提案理由の説明

を求めます、事務局長。 
 
議案１０ページから１２ページをご覧ください。議案第２２号 農業経

営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画の決定

について、でございます。 
まず利用権の設定でございます。新規●●件、●●筆、●●㎡、更新●

●件、●●筆、●●㎡、合計●●件、●●筆、●●㎡でございます。 
続いて、所有権の移転でございます。 
●●件、●●筆、●●㎡でございます。以上でございます。 
 
これをもって提案理由の説明を終わります。 
これより質疑を行います。質疑はありませんか。 
（発言なし） 
質疑なしと認めます。 
おはかりします、本件は承認することにご異議ございませんか。 
 
「はい。」 
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会長 川口 
 
 
 
 
 
 
 
 
委員 
 
会長 川口 
 
 

 
ご異議なしと認めます。よって議案第２２号 農業経営基盤強化促進法

第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画の決定について、承認す

ることに決定しました。 
日程第８ その他について、その他協議事項はありませんか。 
（発言なし） 
以上を持ちまして、本会に付議された提案はすべて終了しました。 
会議を閉会します。 
これにご異議ございませんか。 
 
「はい。」 
 
異議なしと認めます。 
よって本会は本日をもって閉会することに決定しました。 
これにて、令和４年第５回鏡野町農業委員会を閉会します。 
ありがとうございました。（散会） 
 

 


